
 

 

 

 

 

2022 年 1 月 12 日 

 

 

UK REACH 登録期限延長の公表 

 

2021 年 12 月 6 日、英国環境・食糧・農村地域省（DEFRA）は、UK REACH の Grandfathering

（既得権）、DUIN（輸入者の届け出通知）の登録期限延長を公表しました。 

具体的な延長期限等の詳細は明記されていませんが、登録期限延長と英国当局に提出される要求データ

について業界関係者らと協議することが明記されました。要求データについては、EU REACH 登録で要求されて

いるデータをそのまま適用するのではなく、UK REACH 向けに軽減が検討されています。ヒト健康と環境を高い

レベルで保護しつつ、登録者の負担軽減が図られるようです。 

 

UK-REACH の動向について、今後も弊社および現地代理店にてモニタリングしてまいります。 

ご不明な点がございましたら、下記お問い合わせ先までお気軽にご相談ください。 

 

＜現時点で公表されている変更前の登録期限＞ 

登録期限 

（ドシエ提出の最終日） 

登録トン数帯 危険有害性 

2023 年 10 月 27 日 1,000t/y 以上 ・発ガン性、変異原性、生殖毒性物質 (CMR 物質)： 

1 t/y 以上 

・強い水生毒性（急性/慢性）物質： 

100 t/y 以上 

・2020 年 12 月 31 日時点で認可対象物質候補リスト

（Candidate list）に収載されている物質 

2025 年 10 月 27 日 100t/y 以上 ・2023 年 10 月 27 日時点で認可対象物質候補リスト

（Candidate list）に収載されている物質 

2027 年 10 月 27 日 1t/y 以上 ー 

 

参考：UK 政府サイト -Deadline for UK REACH to be extended- 

https://www.gov.uk/government/news/deadline-for-uk-reach-to-be-extended 

 

 

■お問い合わせ先（環境・健康・安全評価センター 営業担当） 

〒160-0017 東京都新宿区左門町 16 番地 1 

TEL : 03-6896-6436 

E-mail : MCJP-MBX-MCR_sales@mchcgr.com 

HP : https://www.mitsubishichem-res.co.jp/ehs/contact/ 
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